
野田市会計事務規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

 

令和６年１１月２８日 

 

野田市長  鈴 木  有 



野田市規則第５２号 

 

   野田市会計事務規則の一部を改正する規則 

 

野田市会計事務規則（平成２５年野田市規則第１９号）の一部を次のように

改正する。 

第４８条中第６項を削り、第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加

える。 

５ 前２項の規定にかかわらず、正当な債権者から提出された請求書であるこ

とが確認できる場合は、押印を省略することができる。 

附 則 

この規則は、令和６年１２月１日から施行する。 


